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○長崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例 

令和５年10月６日 

条例第59号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条

の12第２項第１号並びに第115条の14第１項及び第２項の規定に基づき、本市における指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。）の定

めるところによる。 

（申請者の要件） 

第３条 法第115条の12第２項第１号の条例で定める者は、役員が長崎市暴力団排除条例

（平成24年長崎市条例第59号）第12条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴

力団員等」という。）でない法人とする。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第４条 次条から第８条までに定めるもののほか、法第115条の14第１項及び第２項の規定

により条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を

含む。）とする。 

２ 前項の場合において、省令第58条の２第１項中「定期的に避難、救出その他必要な訓

練を」とあるのは、「避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を１月に１回」とする。 

（暴力団員等の排除） 

第５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴力団員等であつてはな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に
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規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業及び指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の事業について準用する。 

（記録の保存） 

第６条 省令第40条第２項の規定によるほか、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、地域密着型介護予防サービス費の支払を受けた日から５年間、当該地域密着型介護

予防サービス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第１号及び第２

号に掲げる記録を保存しなければならない。 

２ 前項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、同項中「並びに同項第１号及び第２号」とあるのは、「及び同項第１号

から第３号まで」とする。 

３ 第１項の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。 

（身体的拘束等の報告） 

第７条 省令第42条第11号の場合においては、市長に対し、速やかに同号に規定する記録

に係る内容を報告しなければならない。 

２ 前項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業及び指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業について準用する。 

（令６条例10・追加） 

（消火設備の基準） 

第８条 省令第48条第１項に規定する消火設備の基準は、スプリンクラー設備、自動火災

報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設けることとする。 

（令６条例10・旧第７条繰下） 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日条例第10号）抄 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


